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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
目
的
で
あ
る
「
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
」
、
「
電
気
の
小
売
に
係
る
料
金
の
最
大
限
の
抑
制
」
及

び
「
電
気
の
使
用
者
の
選
択
の
機
会
の
拡
大
及
び
電
気
事
業
に
お
け
る
事
業
機
会
の
拡
大
」
の
実
現
の
た
め
、
原
子
力
発
電

の
稼
働
が
進
ん
で
い
な
い
中
で
火
力
発
電
所
等
の
電
源
脱
落
リ
ス
ク
や
、
海
外
か
ら
の
化
石
燃
料
の
輸
入
が
増
加
し
国
民
負

担
の
増
大
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
鑑
み
、
第
三
段
階
ま
で
の
法
的
措
置
の
期
限
を
待
つ
こ
と
な
く
、
ス
マ
ー
ト
メ
ー

タ
ー
の
普
及
、
卸
売
市
場
の
拡
大
、
発
電
所
の
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
緩
和
等
の
施
策
を
含
め
検
討
し
、
可
能
な
も
の
に
つ

い
て
は
早
急
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

二 

原
子
力
政
策
の
抜
本
的
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
中
、
原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
に
係
る
電
力
会
社
等
の
負
担
の
軽
減
策
な
ど

競
争
環
境
下
に
お
け
る
原
子
力
発
電
の
在
り
方
、
原
子
力
賠
償
の
在
り
方
の
見
直
し
及
び
我
が
国
に
お
け
る
核
燃
料
サ
イ
ク

ル
政
策
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
の
上
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
と
同
時
並
行
的
に
適
切
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

三 

今
後
、
第
三
段
階
の
法
的
措
置
の
実
施
を
通
じ
て
達
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
「
送
配
電
部
門
の
中
立
性
の
確
保
」
及

び
「
電
気
料
金
の
全
面
自
由
化
」
は
、
競
争
促
進
の
効
果
と
電
力
の
使
用
者
の
利
益
を
併
せ
て
実
現
す
る
観
点
か
ら
同
時
に

実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
今
後
の
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
詳
細
な
制
度
設
計
及

び
実
施
に
つ
い
て
は
、
当
該
改
革
に
当
た
っ
て
の
課
題
検
証
と
そ
の
結
果
に
基
づ
く
課
題
克
服
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
進
め
る
と
と
も
に
、
今
年
中
に
策
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
内
容

と
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
関
係
方
面
に
十
分
な
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 



四 

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
遂
行
に
際
し
て
は
、
今
日
ま
で
電
力
の
安
定
供
給
を
支
え
て
き
た
電
力
関
連
産
業
の
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
や
人
材
の
確
保
・
育
成
、
関
連
技
術
・
技
能
の
継
承
に
努
め
る
と
と
も
に
、
改
革
の
過
程
に
お
い
て
憲
法
並
び
に

労
働
基
準
法
に
基
づ
く
労
使
自
治
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
一
定
の
形
態
の
争
議
行

為
の
禁
止
を
定
め
る
「
電
気
事
業
及
び
石
炭
鉱
業
に
お
け
る
争
議
行
為
の
方
法
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
つ
い
て
は
、
自

由
な
競
争
の
促
進
を
第
一
義
と
す
る
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
趣
旨
と
整
合
性
を
図
る
観
点
か
ら
再
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る

こ
と
。 

 

五 

電
気
事
業
の
規
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
新
た
な
行
政
組
織
は
、
実
効
性
の
あ
る
送
配
電
部
門
の
中
立
性
の
確
保
、

電
気
の
小
売
業
へ
の
参
入
の
全
面
自
由
化
等
の
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
を
推
進
す
る
上
で
、
必
要
な
電
気
事
業
の
規
制
に
関
す

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
等
、
必
要
最
小
限
な
組
織
と
し
、
肥
大
化
は
極
力
避
け
る
こ
と
。 

 

六 

広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
つ
い
て
は
、
全
国
大
で
の
需
給
調
整
機
能
の
強
化
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
と
そ

の
円
滑
な
運
用
を
行
う
た
め
連
系
線
及
び
基
幹
系
統
の
潮
流
の
管
理
等
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
業
務
の
適
正
な

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
見
と
中
立
性
を
備
え
た
人
材
の
育
成
及
び

確
保
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


